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北九州市告示第２２１号  
 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立門司駅前自転車駐車場、北九州市立門司港駅前自

転車駐車場、北九州市立小倉駅北口自転車駐車場、北九州市立小倉駅南口自転

車駐車場、北九州市立西小倉駅前自転車駐車場、北九州市立南小倉駅前自転車

駐車場、北九州市立朽網駅前自転車駐車場、北九州市立下曽根駅北口自転車駐

車場、北九州市立下曽根駅南口自転車駐車場、北九州市立徳力嵐山口自転車駐

車場、北九州市立若松駅前自転車駐車場、北九州市立若松渡船場前自転車駐車

場、北九州市立八幡駅前自転車駐車場、北九州市立折尾駅北自転車駐車場、北

九州市立折尾駅東自転車駐車場、北九州市立折尾駅前自転車駐車場、北九州市

立黒崎駅前自転車駐車場、北九州市立陣原北自転車駐車場、北九州市立陣原南

自転車駐車場、北九州市立本城駅前自転車駐車場、北九州市立九州工大前駅前

自転車駐車場及び北九州市立戸畑駅前自転車駐車場並びに北九州市立河内自転

車貸出し施設における使用料並びに放置自転車の移動及び保管に要した費用の

徴収事務を次のとおり委託した。  
  令和６年４月２４日  
                    北九州市長 武 内 和 久  

 

受  託  者  
委 託 期 間  

名   称  住  所  
公益社団法人北九州

市シルバー人材セン

ター  

北九州市小倉北区  
片野新町一丁目１

番６号  

令和６年４月１日から令和

７年３月３１日まで  
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北九州市告示第２２２号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立商工貿易会館における使用料の徴収事務を次のと

おり委託した。 

令和６年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州商工会議所 北九州市小倉北区紺屋

町１３番１号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２２３号 

 北九州市道路占用規則（昭和３８年北九州市規則第８９号）第２５条第３項

の市長が別に定める単価表を次のように定め、令和６年５月１日以後道路占用

許可を受けた者から適用する。 

路面復旧費・検査事務費徴収単価表（令和５年北九州市告示第１９２号）は

、令和６年４月３０日をもって廃止する。 

令和６年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   
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令 和 ６ 年 度 

 
 
 

路 面 復 旧 費 ・ 検 査 事 務 費 

徴 収 単 価 表  
 
 
 
 

（令和６年５月１日） 

 
 
 
 
 
 

北 九 州 市 
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【はじめに】 

本単価表は、北九州市道路占用規則第２５条第４項に基づき告示するものである。 

令和６年５月１日以後に道路占用許可を受けた者から適用する。 
 

【北九州市道路占用規則（抜粋）】 
（掘削の方法等） 

第２４条 占用者は、掘削、埋戻し及び埋め戻した路面の復旧の工事を、市長が別に定める方法

により施行しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が埋め戻した路

面の復旧の工事（以下「路面復旧工事」という。）を施行することができる。 
（１）  市長が施行する道路に関する工事と併せて路面を復旧する必要があるとき。 
（２）  掘削の工事が競合して行われた場合で、市長が統一して路面を復旧することが適

当と認めるとき。 
（３）  大規模な掘削の工事で路面の復旧に高度の技術を必要とするとき。 
（４）  その他市長が必要と認めるとき。 
（費用の徴収） 

第２５条 前条第２項の規定により市長が路面復旧工事を施行する場合は、当該路面復旧工

事に要する費用を占用者から徴収する。ただし、占用工事が第２０条の規定による舗装先

行工事（市長による舗装の工事に先行して施行する工事をいう。）に該当する場合は、この

限りでない。 
２ 前条第１項の規定により占用者が路面復旧工事を施行する場合及び前項ただし書の場合

は、市長が行う検査に要する費用を占用者から徴収する。 
３ 前２項の規定により占用者が負担する路面復旧工事及び検査に要する費用の額は、市長

が別に定める単価表により算出した額とする。 
４ 前項の単価表は、告示する。 
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路面復旧費・検査事務費徴収単価表 

 

１ 徴収単価 

種別 
復旧面積 
１㎡当たり 

復旧単価（円） 

復旧面積 
１㎡当たり 

検査事務費（円） 

砂利道 Ｇ － 140 

アスファルト 
コンクリート 

舗装道 

Ａｓ １ 41,790 1,980 

〃 ２ 34,370 1,630 

〃 ３ 26,500 1,260 

〃 ４ 26,050 1,240 

〃 ５ 16,530 780 

〃 ６ 13,910 660 

〃 ７ 12,510 590 

〃８（歩道） 9,460 450 

セメント 
コンクリート 

舗装道 

Ｃｏｎ １ 46,000 2,180 

〃  ２ 43,470 2,060 

 〃  ３ 41,370 1,960 

 〃４（歩道） 20,190 960 

コンクリート 
ブロック道 

Ｃ．Ｂ（車道） 32,240 1,530 

Ｃ．Ｂ（歩道） 27,440 1,300 

 
注１ 新設工事中（現道拡幅を含む）の道路及び舗装先行工事で、道路管理者と協議の上砂

利復旧する場合の、占用者から徴収する検査事務費は、砂利道Ｇの項に定める額とする。 
 ２ 植樹帯の掘削工事の場合、占用者から徴収する検査事務費は、この表の砂利道Ｇの項

に定める額を徴収する。 
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２ 路面復旧標準構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

種別 砂利道Ｇ Ａｓ１ Ａｓ２ 

工種 砂利厚 15.0cm 
表層厚 5cm 
中間層厚 10cm 
基層厚 5cm  

上層路盤厚 
30cm 

下層路盤厚 
25cm  

表層厚 5cm 
中間層厚 5cm 
基層厚 5cm   

上層路盤厚 
30cm 

下層路盤厚
25cm 

 
復旧

構造 
 
 

 
  

種別 Ａｓ３ Ａｓ４ Ａｓ５ 

工種 表層厚 5cm 
基層厚 5cm  

上層路盤厚
25cm 

下層路盤厚
25cm 

表層厚 5cm   
基層厚 5cm  

上層路盤厚
20cm 

下層路盤厚
25cm 

表層厚 5cm   
上層路盤厚

25cm 
下層路盤厚

15cm 
 

復旧

構造 
 
    

種別 Ａｓ６ Ａｓ７ Ａｓ８（歩道） 

工種 表層厚 5cm   
上層路盤厚

15cm 
下層路盤厚

15cm 
表層厚 4cm   

上層路盤厚
10cm 

下層路盤厚
10cm 

表層厚 4cm 路盤厚 10cm 

 
復旧

構造 
 
 

   

種別 Ｃｏｎ１ Ｃｏｎ２ Ｃｏｎ３ 

工種 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 25cm  
上層路盤厚

30cm 
下層路盤厚

30cm 
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 23cm 

上層路盤厚
20cm 

下層路盤厚
25cm 

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 20cm 
上層路盤厚

20cm 
下層路盤厚

25cm 
 

復旧

構造 
 
    

種別 Ｃｏｎ４（歩道） Ｃ．Ｂ（車道） Ｃ．Ｂ（歩道） 

工種 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 10cm 路盤厚  
10cm 

ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 
砂  厚  3cm 
瀝青安定処理  

5cm 

上層路盤厚
15cm 

下層路盤厚
20cm 

ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 
砂  厚  3cm 
瀝青安定処理  

5cm 
路盤厚 10cm 

 
復旧

構造 
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３ 復旧の構造基準 
(1) 車道の基準 

   
各層厚の基準            （単位ｃｍ） 

種別 Ａｓ１ Ａｓ２ Ａｓ３ Ａｓ４ Ａｓ５ Ａｓ６ Ａｓ７ Ｃon１ Ｃon２ Ｃon３ Ｃ．Ｂ 
表層 5 5 5 5 5 5 4 25 23 20 16 

中間層 10 5 － － － － － － － － － 
基層 5 5 5 5 － － － － － － － 
上層 
路盤 30 30 25 20 25 15 10 30 20 20 15 

下層 
路盤 25 25 25 25 15 15 10 30 25 25 20 

 
  (2) 歩道の基準 

   
各層厚の基準 （単位ｃｍ） 

 
 
 

上層路盤

下層路盤

埋戻し（路床）

表 層

中 間層

基 層

掘
削
厚

復旧幅 Ｗ

密粒度アスファルト混合物、

排水性アスファルト混合物
コンクリート、コンクリートブロック等

粗粒度アスファルト混合物等

粒調砕石、水硬性粒調スラグ等

砕石クラッシャラン等

砂、砕石チップ、土砂等

路 盤

埋戻し（路床）

表 層

掘
削
厚

復旧幅 Ｗ

密粒度アスファルト混合物、
コンクリート、コンクリートブロック等

砕石クラッシャラン等

砂、砕石チップ、土砂等

種別 Ａｓ８ Ｃon４ Ｃ．Ｂ 
表層 4 10 14 
路盤 10 10 10 
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４ 路面復旧費・検査事務費徴収算定基準 
(1) 路面復旧費・検査事務費の額 

復旧面積に舗装種別に応じた徴収単価を乗じて得た金額とする。 
ただし、電柱及び電話柱の占用に伴う掘削工事の場合、占用者から徴収する検査事務 

費は、種別及び面積にかかわらず、電柱又は電話柱１本当たり 1,000 円とする。 
 

(2) 路面復旧費・検査事務費の対象の除外 
次に掲げる掘削工事については、路面復旧費・検査事務費を徴収しないものとする。 

ア 国又は地方公共団体が一般会計をもって経理する事業及び特別会計をもって経理

する事業のうち企業的性格を有しないものに係るもの。 
   イ 復旧面積が１箇所につき 1 ㎡未満の掘削工事の場合、検査事務費は徴収しないもの

とする。ただし、道路管理システムに係るものは除く。 
ウ 西日本高速道路株式会社、北九州市道路公社又は福岡北九州高速道路公社が設置す

る案内板（道路情報板を含む。）に関する掘削工事。 
 

(3) 特殊舗装構造の取扱い 
検査事務費については、類似する舗装種別の徴収単価を適用する。 
路面復旧費については、別途設計を行い算定するものとする。 

 
(4) 復旧幅の基準 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 復旧工事長の基準 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ｗ 
Ｗ1 

Ｗ1 

Ｗ2 Ｗ2 ｂ2 
 

ｂ1 

Ｈ 

Ｗ1＝掘削幅（最小掘削幅 0.6m） 
Ｗ2＝影響の片側幅＝Ｋｔ（最小影響幅 0.3m） 
ｂ1＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側幅 
ｂ2＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側幅 
  （反対側） 
Ｈ ＝掘削深さ 
Ｈ1＝表層・中間層・基層の総厚 
Ｋ ＝係数（コンクリート舗装：1.4、アスファ 

ルト舗装：1.0） 
ｔ ＝路盤（上層路盤＋下層路盤）の総厚 
Ｗ ＝復旧幅＝Ｗ1＋2Ｗ2＋ｂ1＋ｂ2 

 

Ｌ 

Ｈ1 舗
装
絶
縁
線 

舗
装
絶
縁
線 

Ｈ1 

ｔ 

ｔ Ｈ 

ａ1 Ｌ1 Ｌ2 

Ｌ1＝掘削長 
Ｌ2＝影響の片側長＝Ｋｔ（最小影響長 0.3m） 
ａ1＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側長 
ａ2＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側長 

（反対側）※左図のａ1 をａ2 と読み替える 
Ｈ ＝掘削深さ 
Ｋ ＝係数（コンクリート舗装：1.4、アスファ 

ルト舗装：1.0） 
Ｈ1＝表層・中間層・基層の総厚 
ｔ ＝路盤（上層路盤＋下層路盤）の総厚 
Ｌ＝復旧工事長＝Ｌ1＋2Ｌ2＋ａ1＋ａ2 

舗
装
絶
縁
線 

※ 
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(6) 復旧面積の基準 
復旧面積＝Ａ＝Ｗ×Ｌ＝Ａ1＋Ａ2  
掘削部分の復旧面積＝Ａ1＝Ｗ1×Ｌ1 
影響部分の復旧面積＝Ａ2＝Ａ－Ａ1 

 

(7) 復旧面積（影響部分）の取扱い 
   

ア 影響部分の端から路側又は舗装絶縁線までの舗装幅が 1.2m（歩道の場合は 0.6m）

未満のときは、その部分の面積を復旧面積に加算する。コンクリート舗装の場合は、

影響部分の端から路側又は舗装絶縁線までの舗装幅が 1.8m（歩道の場合は 0.6m）未

満のときは、その部分の面積を復旧面積に加算するものとする。 
イ 徴収費用計算の基礎となる面積は、掘削部分の面積に影響部分の面積を加えたもの

とし、影響部分の面積は次の算式によるものとする。 
 

路面復旧面積 平面見取図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 最小掘削幅は車道部、歩道部とも 0.6m を標準とし、増幅の場合は 0.1m 単位とす

る。最小影響幅（長）は 0.3m とする。 

掘
削
部
分 

舗装絶縁線 

影響部分 

土留矢板等を施す 
こと（原則） 

ａ1 

ａ2 Ｗ2 
 

Ｌ1 
ｂ1 ｂ2 

Ｗ1 Ｗ2 
 

Ｌ2 
 

Ｌ2 
 

Ａ2 ＝（Ｗ1＋２Ｗ2＋ｂ1＋ｂ2）×（Ｌ1＋２Ｌ2＋ａ1＋ａ2）－Ｗ1×Ｌ1 
Ａ2     影響部分の面積 
Ｗ1    掘削部分の幅（最小掘削幅 0.6m） 
Ｗ2      影響の片側幅（最小影響幅 0.3m）  
Ｌ1     掘削部分の長さ 
Ｌ2      影響の片側長（最小影響長 0.3m）  
Ｗ2 ＝Ｌ2 ＝Ｋｔ 
ｔ    掘削部分の路盤の厚さ 
Ｋ    コンクリート舗装の場合にあっては 1.4、アスファルト舗装の場合にあ 

っては 1.0 
ａ1・ａ2 道路の中心線と平行の方向の影響部分の端から舗装の絶縁線（打継目、目

地、版端等をいう。以下同じ。）までの距離が 1.2m 以上のときは 0 とする。 
ｂ1・ｂ2 道路の中心線と垂直の方向の影響部分の端から舗装の絶縁線までの距離 

が 1.2m より多いときは 0 とする。 

Ｌ 

Ｗ 

舗装絶縁線 
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※影響の片側幅（Ｗ2）又は片側長（Ｌ2） 
＜車道＞                          （単位ｃｍ） 
種別 Ａｓ１ Ａｓ２ Ａｓ３ Ａｓ４ Ａｓ５ Ａｓ６ Ａｓ７ Ｃon１ Ｃon２ Ｃon３ 

影響の 
片側幅(長) 55 55 50 45 40 30 30 84 63 63 

 
＜歩道＞     （単位ｃｍ） 

 
 
 
 

（Ｃ．Ｂ（車道、歩道）の場合は、道路管理者との協議によるものとする。） 
 

 

エ 影響面積の例（アスファルト舗装の場合） 

 
    図－１ 
 
 
 
 
 
 
 
  
    図－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

※コンクリート舗装の場合、図－１及び図－２において、1.2ｍを 1.8ｍと読み替え

るものとする。 

 

(8) 増破を生じた場合の取扱い 
復旧面積は、断面的及び平面的に整形された範囲の面積を復旧面積とする。 
なお、掘削許可時における復旧面積を増破した場合は、道路管理者と協議を行い、影

響線を決定し、路面復旧費・検査事務費を追加徴収するものとする。 
 

(9) 復旧面積の積算上の基準 
   ア 掘削部の工事長は、工種が異なるものがあるときには各工種ごとの工事長により、

また同一路線内の工事であっても切断された部分については、その部分の工事長に

種別 Ａｓ８ 
（歩道） 

Ｃon４ 
（歩道） 

影響の 
片側幅(長) 30 30 

舗
装
絶
縁
線 Ｗ 

Ｌ 1.2m 以上 

1.2m 未満 1.2m 以上 

影響面積(拡張) 

舗装絶縁線 

掘削面積

影響面積

1.2m 以上 

Ｗ 

Ｌ 

1.2m 未満 

影
響
面
積(

拡
張) 

影響面積 

復旧面積＝Ａ 
Ａ＝Ｗ×Ｌ 

舗装絶縁線 

舗
装
絶
縁
線 
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よるものとする。 
   イ 復旧面積算出の基礎となる復旧幅及び工事長は、メートル以下小数点第２位止め

とし、３位については切り捨てるものとする。 
   ウ 復旧面積が、１箇所につき 1.0 ㎡以上のものは、小数点以下１位で四捨五入して

計算する。ただし、道路管理システムに係るもので 1.0 ㎡未満のものは、1.0 ㎡と

みなして計算する。 

また、１申請につき同一舗装種別の掘削が２箇所以上ある場合は、舗装種別ごと

に復旧面積を合計し、端数計算する。 
   エ 工事が国道、県道及び市道にまたがる場合においては、同一路線とみなして路面

復旧費を算出する。ただし、国道、県道及び市道の工種が異なる場合は、アによる。 
 

 (10) 路面復旧費加算単価額 
路面復旧費を徴収する場合、次の各表に掲げる道路付属物の復旧について、それぞ

れの表に定める割合による額を別途加算するものとする。 
 

表－１ 
１ｍ当たり単価（円）  

種  別 Ｗ＝15cm Ｗ＝20cm Ｗ＝30cm Ｗ＝45cm 

区 

画 

線 

白色 

実 線 3,320 3,470 3,760 － 

破 線 3,320 3,480 3,750 － 

横断線 
・ゼブラ 3,320 3,480 3,770 4,200 

黄色 実 線 3,570 3,810 4,260 － 

    注１ 横断歩道、停止線及びゼブラの区画線については、この表の横断線・ゼブラ

の項に定める額を徴収する。 
     ２ 区画線の延長の小数点以下の処理については、線幅ごとに次により行う。 
      （計算例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 1.2m 

15cm 

30cm 

Ｂ 2.4m 

15cm 

Ｃ 1.2m 

15cm 幅の延長 
        Ａの延長   1.2m 
        Ｃの延長   1.2m 
        1.2m＋1.2m＝2.4m 
        端数を切り上げると 3m、延長は 3m となる。 
30cm 幅の延長 
        Ｂの延長   2.4m 
        端数を切り上げると 3m、延長は 3m となる。 
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表－２ 

 種別 形状（画数） 色 １個当たり 
単価（円） 

矢
印 

直進  白 20,910 

右左折  白 22,240 

直進・右左折  白 29,540 

右左折の方法 
・安全地帯等 

対角 
2m 

 

白 
66,400 

対角 
4m 175,620 

直径 
2m 

 

白 
78,680 

直径 
4m 215,460 

記
号 

転回禁止 
 黄 44,040 
 黄 34,290 

終わり  白 48,470 

横断歩道あり  白 54,780 

前方優先道路  白 58,760 

文
字 

アラビア数字 
白 63,980 

黄 68,950 

簡易な文字 
(平仮名及び片仮名を含む。) 

５画未満 
白 14,400 

黄 15,520 

中程度の文字 ５画以上 
１０画未満 

白 27,130 

黄 29,240 

複雑な文字 １０画以上 
白 31,490 

黄 33,930 

マ
ー
ク 

文マーク  白 182,570 

自転車マーク  
白 5,020 

自転車放置禁止区域 
マーク  

青、赤、白 87,720 

 
 

文 
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表－３ 

種別 規格 １個当たり 
単価（円） 

キャッツアイ 設置幅 
15cm 

片面 21,850 

両面 23,450 

チャッターバー 

設置幅 
20cm 

片面 39,600 

両面 43,590 

設置幅 
30cm 

片面 45,900 

両面 49,900 

 
(11) 夜間及び昼夜間工事施工の割増率 

路面復旧費に(10)の加算額を加算した合計額に下記の割増率を乗じて得た額を加算

するものとする。 
   ア 夜間工事施工の場合   26 パーセント増 
   イ 昼夜間工事施工の場合  15 パーセント増 
 

(12) 路面復旧費の徴収方法 

   ア 掘削申請件数の少ない申請者については、許可決裁後納入通知書により路面復旧

費を納入させ、領収書を確認して許可書を交付する。 
   イ 掘削申請件数の多い申請者（道路管理システム参加者である西日本電信電話（株）、

九州電力送配電（株）、西部ガス（株）、上下水道局、（株）ＱＴｎｅｔ）については、

許可決裁後許可書のみを申請者に交付し、路面復旧費は、当月分を一括して翌月の

一週間以内に納入通知書を発行し、納入通知書発行から 20 日以内に路面復旧費を納

入させる。 
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５ 舗装全幅復旧について 
舗装先行工事でない路面復旧工事は、コンクリートブロック道を除き、道路の舗装種

別にかかわらず、車道及び歩道全幅の表層を復旧するものとし、車線のある車道につい

ては車線単位で全幅の表層を復旧することを原則とする（ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は除く）。 
この場合の当該部分の面積については、復旧面積に加算しない（検査事務費は徴収し

ない）ものとする。 
(1)  道路を横断する各戸引込管工事 
(2) 弁室やマンホール等の小構造物工事 
(3) 掘削面積３㎡未満の工事  

 

【舗装全幅復旧の事例】 

（１）平面の考え方 ※アスファルト舗装の場合（コンクリート舗装の場合は 1.2ｍを 1.8ｍと読み替える） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

（２）断面の考え方 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

路盤 
（上層＋下層） 

ｔ路盤厚 

 

影響幅 影響幅 掘削幅 
復旧幅Ｗ（検査事務費の対象） 

影響幅(拡張)※ 

※舗装端まで
1.2m 未満の場
合、影響幅拡張

舗装全幅打換え幅 

舗装端または車線端 
まで表層部を舗装打換え 

 表 層 
(基 層) 

車線のない車道・歩道⇒舗装端 

車線のある車道    ⇒車線端  

舗装端 

Ｗ1 Ｗ2 Ｗ2 ｂ1 

1.2m 以上 

側溝等 

掘削幅 
0.6m(最低) 

影響幅 0.3m(最低) 

復旧幅 W 
1.2m(最低) 

1.2m 未満 

掘削面積 

影響面積 

表層復旧部 

⇒検査事務費

の対象外 

【一定規模の工事①】 

・道路を横断する各戸引込管工事 
・弁室やマンホール等の小構造物工事 
・掘削面積 3 ㎡未満の工事 

⇒（例）復旧面積 6 ㎡（復旧幅 1.2m×工事長 5m） 掘削部 影響部 影響拡張部 

⇒検査事務費

の対象 

占用者による本復旧箇所 

【①以外の工事】 

・掘削面積 3 ㎡以上の工事 
 
 ※表層部を全幅復旧 掘削部 影響部 影響拡張部 

⇒検査事務費 

の対象 

占用者による本復旧箇所 

車線端は舗装端とみなさない。影響幅（拡張）とみな

さず、車線端まで表層部のみ打換え。 
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（３）車線における復旧範囲の考え方 

 
（４）蓋等の高さ調整 
  舗装全幅復旧にあたり、蓋等の高さ調整が必要な場合は、占用者間で協議し、舗装面  
に段差が生じないよう留意すること。 

    

 
 

←
掘
削
位
置

←
掘
削
位
置

←
掘
削
位
置

〈車道・中央線なし〉
〈車道・中央線あり〉

全面復旧

※掘削影響範囲が中央線を

跨ぐ場合は全面復旧

半断面復旧

中
央
線

半断面復旧

中
央
線

※掘削影響範囲が中央線を

跨ぐ場合は跨いだ車線を復旧

２車線道路

４車線以上道路

※図の復旧範囲は基本的な基準であり、車線を跨ぐ掘削、特殊舗装などは実情に応じて判断する。

←
掘
削
位
置

〈歩道〉

全面復旧
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北九州市告示第２２４号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立総合農事センターの生産物の売払代金の徴収に関

する事務を次のとおり委託した 

  令和６年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社ワールドイン

テック 

北九州市小倉北区大手

町１１番２号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２２５号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市学校施設使用料条例（平成３０年北九州市条例第５

２号）第３条に規定する学校施設の使用料の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和６年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン 

東京都千代田区二番町

８番地８ 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 

株式会社ファミリーマ

ート 

東京都港区芝浦三丁目

１番２１号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 

株式会社ローソン九州

カンパニー九州エリア

サポート部 

福岡市博多区博多駅前

二丁目６番１２号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第２７５号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和６年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 委託内容 

 （１） 業務名 共通基準による観光統計調査業務委託 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 （４） 成果品納入場所 

 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４階 

   北九州市都市ブランド創造局観光にぎわい部観光課 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。  

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４階 

       北九州市都市ブランド創造局観光にぎわい部観光課 

  イ 期間 この公告の日から令和６年５月１日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律 ( 昭和２３年法律第１７８号 ) に規定する休日

を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５
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時まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 この公告の日から電子メールにより無償 

で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に北九州市都市ブラン

ド創造局観光にぎわい部観光課に連絡すること。 

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  入札に参加するための要件等 

ア  この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加 

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を 

受けなければならない。 

イ  入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな 

ければならない。 

（５）  入札参加申込書を提出する場所及び期間 

ア  場所  第１号アの場所 

イ  期間 第１号イの期間 

（６） 仕様書に対する質問 仕様書に対する質問がある場合は、次のとお

り電子メールで提出すること。 

 ア 提出場所 第１号アの場所 

 イ 提出期限 令和６年５月１日午後５時までに必着のこと。 

 ウ 質問書に対する回答は、入札参加申込書を提出した者に令和６年５月 

２日午後５時までに電子メールで行う。 

（７） 入札及び開札の場所及び日時 

 ア 場所 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４階 

      観光課執務室内 会議室 

 イ 日時 令和６年５月８日午前１０時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
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  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市都市ブランド創造局観光にぎわい部観光課 

   〒８０２－０００１ 

 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４階 

   電話 ０９３－５５１－８１５０ 
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北九州市公告第２７６号  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。  
  令和６年４月２４日  

北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量  
  令和６年度団体内統合宛名システム運用・保守業務 一式  
２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地  
  北九州市デジタル市役所推進室ＤＸ推進課  
  北九州市小倉北区大手町１番１号  
３ 契約の相手方を決定した日  
  令和６年３月２１日  
４ 契約の相手方の名称及び住所  
    富士通Ｊａｐａｎ株式会社九州北部公共ビジネス部  
  北九州市小倉北区室町一丁目１番１号  
５ 契約金額  
  ４，２２３万６，４８０円  
６ 契約の相手方を決定した手続  
  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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工事名 藍島漁港（本村地区）機能強化工事（６）
工事場所 北九州市小倉北区大字藍島
工事内容 上部工　３５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和６年１２月１５日まで
予定価格 １億１１１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

その他
この工事は、週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細については、特記仕
様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
令和５・６年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営規模等評価結果通
知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「土木一式」の「総合評定値（Ｐ）」が１，２０
０点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の港湾工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参
加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和５年度又は令和６年度
  に発注した予定価格（注３）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の港湾工事又はしゅんせつ工事を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。た
　だし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した港湾工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の港湾工事又はしゅんせつ工事で令和６年４月２２日から本件開札日までの間に開札する
  ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和６年６月４日　午前９時１５分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関
　する条件

８　入札の無
　効

北九州市公告第２７７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和６年４月２４日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

注３　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 響灘東地区岸壁（－７．５ｍ）工事（６）
工事場所 北九州市若松区響町二丁目
工事内容 埋土撤去工　２，０２１立方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和６年９月３０日まで
予定価格 １億２，５２２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細については、特記仕
様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
令和５・６年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営規模等評価結果通
知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「土木一式」の「総合評定値（Ｐ）」が１，２０
０点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の港湾工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参
加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和５年度又は令和６年度
  に発注した予定価格（注３）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の港湾工事又はしゅんせつ工事を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。た
　だし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した港湾工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の港湾工事又はしゅんせつ工事で令和６年４月２２日から本件開札日までの間に開札する
  ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和６年５月２１日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

９　その他

北九州市公告第２７８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和６年４月２４日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関
　する条件

８　入札の無
　効
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 楠橋楠北１号線伸縮装置設置工事（６－１）
工事場所 北九州市八幡西区大字楠橋
工事内容 伸縮装置設置工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和６年９月３０日まで
予定価格 ６，４４１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、現場閉所による週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細につ
いては、特記仕様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参
加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和５年度又は令和６年度
  に発注した予定価格（注３）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和６年４月２２日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和６年５月２１日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第２７９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和６年４月２４日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

７　入札及び
　契約に関す
　る条件
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 元城町京良城町１号線他１線災害復旧工事
工事場所 北九州市八幡西区元城町
工事内容 工事延長　２２．３メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和６年１０月３１日まで
予定価格 ３，４０９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、現場閉所による週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細につ
いては、特記仕様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参
加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注３）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が令
　和５年度又は令和６年度に発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が
　指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただ
　し、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で令和６年４月２２日から本件開札日までの間に開札するも
　のの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和６年５月２１日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第２８０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和６年４月２４日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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工事名 八幡東区役所庁舎吸収式冷温水機更新工事
工事場所 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号
工事内容 施設の吸収式冷温水機の更新工事
工期 請負契約締結の日から令和７年１月２０日まで
予定価格 ５，５１１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細については、現場説
明書（特記仕様書）を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 管工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の管工事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。以下同じ。）について、単体又は共
同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又
は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事で令和６年４月２２日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和６年５月２１日　午前９時００分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

９　その他

北九州市公告第２８１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和６年４月２４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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工事名 京町一丁目地内他管渠改築工事
工事場所 北九州市小倉北区京町一丁目ほか

工事内容 管渠
　　　きょ

工（開削）ダクタイル鋳鉄管内径６００ミリメートル　２７７．０１メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和７年３月３１日まで
予定価格 ２億４，９３６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

その他
この工事は、ＩＣＴ活用工事の試行対象工事（受注者希望型）及び週休２日工事（発注者指定
型）の試行対象工事である。詳細については、特記仕様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参
加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和５年度又は令和６年度
  に発注した予定価格（注３）２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木工
  事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又は共
　同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この
　限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
　工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和６年
　４月２２日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。
　）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和６年６月４日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市上下水道局公告第６６号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和６年４月２４日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　持　山　泰　生

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

８　入札の無
　効

33



９　その他

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
　中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
　る協議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 上吉田一丁目他配水管布設替工事
工事場所 北九州市小倉南区上吉田一丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径４５０ミリメートル　３６９．３メートルほか
工期 請負契約締結の日から２７０日間
予定価格 １億１，０３９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

その他
この工事は、週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細については、特記仕
様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成３１年４月１日以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市
」という。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の水道施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（
一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和６年４月２２
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和６年６月４日　午前９時３０分

最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和６年５月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和６年５月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

北九州市上下水道局公告第６７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　持　山　泰　生

公告する。
　　令和６年４月２４日

期間

（２）　令和６年５月７日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和６年５月２日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用する。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

１　工事概要

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第１号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                  北九州市門司区選挙管理委員会   

                      委員長 吉 永 髙 敏   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１１日 

第２８投票区（

８０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年６

月８日 

第３投票区、第

５投票区、第７

投票区、第８投

票区、第１０投

票区、第２１投

票区、第２２投

票区、第３２投

票区（７０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（株）日経リサーチ 

代表取締役社長 新藤

政史 東京都千代田区

内神田二丁目２番１号

鎌倉河岸ビル 

令和５年８

月１０日 

第３２投票区（

１６件） 

調査研究（日本

経済新聞郵送世

論調査） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和５年９

月７日 

第５投票区及び

第２４投票区（ 

２４件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 杉田義文 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和５年９

月２０日 

第１８投票区（

４５件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡市博多区

博多駅東三丁目９番３

－４０３号 

令和５年１

０月３日 

第６投票区、第

９投票区、第１

６投票区、第１

９投票区、第２

２投票区、第２

４投票区、第２ 

６投票区、第２ 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 
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  ８投票区、第３

２投票区（２０

７件） 
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北九州市小倉北区選挙管理委員会告示第３号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                 北九州市小倉北区選挙管理委員会 

                      委員長 山 縣 郁 子 

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１１日 

第２０投票区、

第２７投票区、

第４０投票区及

び第４１投票区

（８０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年５

月１９日 

第３５投票区（

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年６

月２日 

第２５投票区（

１７件） 

調査研究（第２

０回統一地方選

挙に関する意識

調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年６

月５日 

第３投票区、第

５投票区、第９

投票区、第１０

投票区、第１３

投票区、第１６

投票区、第１７

投票区、第１８

投票区、第１９

投票区、第２２

投票区、第２９

投票区、第３３

投票区、第３８

投票区、第３９

投票区及び第４

１投票区（１３

０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年７

月２６日 

第３９投票区（

７件） 

調査研究（社会

意識に関する調

査） 
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（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和５年９

月６日 

第１１投票区、

第１７投票区及

び第３１投票区

（３６件） 

調査研究（政治 

・選挙に関する

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

 

令和５年９

月２６日 

第２２投票区（

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡市博多区

博多駅東三丁目９番３

－４０３号 

令和５年１

０月６日 

第２投票区、第

５投票区、第６

投票区、第９投

票区、第１２投

票区、第１６投

票区、第１８投

票区、第２０投

票区、第２２投

票区、第２５投

票区、第２７投

票区、第３０投

票区、第３３投

票区、第３５投

票区、第３７投

票区、第３９投

票区、第４０投

票区及び第４２

投票区（４１４

件） 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和６年１

月１５日 

第２２投票区及

び第２３投票区

（１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター広島事務所 

所長 原田一臣 広

島県広島市中区立町２

番２９号 

令和６年２

月２０日 

第１５投票区（

１０５件） 

調査研究（令和

５年度肝炎検査

受検状況実態把

握事業） 
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北九州市小倉南区選挙管理委員会告示第５号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                 北九州市小倉南区選挙管理委員会   

                    委員長 鷹 取 貴 美 子      

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１０日 

第９投票区、第

２５投票区、第

４０投票区及び

第４１投票区（

８０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１９日 

第４０投票区（

１件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年５

月３０日 

第３投票区及び

第４投票区（１

００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

 

 

 

 

令和５年６

月６日 

 

 

 

 

 

第２投票区、第

３投票区、第４

投票区、第５投

票区、第６投票

区、第７投票区

、第１０投票区

、第１９投票区

、第２０投票区

、第２８投票区

、第２９投票区

、第３１投票区

、第３３投票区

、第３９投票区

、及び第４１投

票区（１５０件

） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

 

 

 

 

 

 

 

（株）サーベイリサー

チセンター 代表取締 

令和５年８

月１６日 

第１投票区（１

１件） 

調査研究（時事

問題調査「日本 

41



役 藤澤士朗 東京都

荒川区西日暮里二丁目

４０番１０号 

  の世論２０２３

」） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和５年９

月５日 

第５投票区及び

第３４投票区（

２４件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年９

月２７日 

第１投票区及び

第２投票区（５

０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 杉田義文 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和５年９

月２５日 

第２０投票区（

４５件） 

調査研究（読売

全国世論調査） 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡県福岡市

博多区博多駅東三丁目

９番３―４０３号 

令和５年１

０月２日及

び同月３日 

第３投票区、第

５投票区、第７

投票区、第９投

票区、第１０投

票区、第１２投

票区、第１７投

票区、第２１投

票区、第２２投

票区、第２４投

票区、第２６投

票区、第２８投

票区、第３０投

票区、第３３投

票区、第３５投

票区、第３７投

票区、第３８投

票区、第４０投

票区、第４３投

票区及び第４５

投票区（４６０

件） 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和６年１

月１９日 

第４４投票区（

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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北九州市若松区選挙管理委員会告示第１号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                  北九州市若松区選挙管理委員会   

                      委員長 木 本 直 子   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１６日 

第１投票区、第

２６投票区（７

０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年５

月１８日 

第４投票区、第

５投票区及び第

９投票区（５０

件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年６

月１日 

第２投票区、第

８投票区、第９

投票区、第１４

投票区、第１９

投票区、第２０

投票区及び第２

４投票区（６０

件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査 

） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和５年９

月７日 

第１２投票区( 

１２件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年９

月２０日 

第５投票区及び

第９投票区（１

００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡市博多区

博多駅東三丁目９番３

－４０３号 

令和５年１

０月４日 

第５投票区、第

７投票区、第１

２投票区、第１

６投票区、第１

８投票区、第２

２投票区、第２

５投票区及び第

２６投票区（１

８４件） 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 
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（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和６年１

月２２日 

第１投票区、第

１２投票区（５

０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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北九州市八幡東区選挙管理委員会告示第３号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                 北九州市八幡東区選挙管理委員会   

                    委員長 黒 野 ま ゆ み   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 湯本浩司 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和５年５

月９日 

第１８投票区（

４５件） 

調査研究（読売

全国世論調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１２日 

第１投票区、第

５投票区、第１

５投票区、第１

７投票区、第１

８投票区、第１

９投票区及び第

２１投票区（７

０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年５

月２６日 

第９投票区（５

０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年６

月２日 

第８投票区、第

１１投票区、第

１８投票区、第

２０投票区及び

第２１投票区（

５０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（株）日経リサーチ  

代表取締役社長 新藤

政史 東京都千代田区

内神田二丁目２番１号 

鎌倉河岸ビル 

令和５年８

月１０日 

第１投票区及び

第３投票区（１

６件） 

調査研究（経済

や政治、社会問

題等に関する有

権者の意識調査

） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和５年９

月５日 

 

第１５投票区及

び第２３投票区

（２４件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭 

令和５年９

月２２日 

第１６投票区、

第１７投票区及 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

 び第１８投票区

（１００件） 

 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡市博多区

博多駅東三丁目９番３

―４０３号 

令和５年１

０月４日 

第１投票区、第

５投票区、第１

１投票区、第１

４投票区、第１

８投票区及び第

２１投票区（１

３８件） 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和６年２

月２日 

第１７投票区及

び第１８投票区

（５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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北九州市八幡西区選挙管理委員会告示第４号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                 北九州市八幡西区選挙管理委員会   

                      委員長 安 部 桂 子   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１７日 

第３１投票区、

第３７投票区、

第４２投票区、

第４６投票区及

び第５２投票区

（８０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年５

月２６日 

第７投票区（５

０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年６

月６日 

第４８投票区（ 

１７件） 

調査研究（第２

０回統一地方選

挙に関する意識

調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年６

月１４日 

第２投票区、第

５投票区、第７

投票区、第８投

票区、第１１投

票区、第１２投

票区、第１５投

票区、第２０投

票区、第２１投

票区、第２２投

票区、第３２投

票区、第３３投

票区、第４２投

票区及び第５２

投票区（１７０

件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査 

） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年８

月２４日 

第４７投票区（ 

１９件） 

調査研究（メデ

ィア利用と政治 

・社会意識に関

する調査） 
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（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年８

月２４日 

第３２投票区、

第３３投票区及

び第５２投票区

（１１４件） 

調査研究（時事

世論調査） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和５年９

月７日 

第１７投票区及

び第２４投票区

（２４件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年９

月２１日 

第９投票区（５

０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡市博多区

博多駅東三丁目９番３

－４０３号 

令和５年９

月２６日及

び同月２９

日 

第２投票区、第

５投票区、第７

投票区、第９投

票区、第１１投

票区、第１３投

票区、第１６投

票区、第１８投

票区、第１９投

票区、第２１投

票区、第２３投

票区、第２５投

票区、第２９投

票区、第３１投

票区、第３２投

票区、第３４投

票区、第３６投

票区、第３８投

票区、第３９投

票区、第４２投

票区、第４４投

票区、第４６投

票区、第４８投

票区、第４９投

票区及び第５１

投票区（５７５

件） 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年１

１月１７日 

第６投票区及び

第７投票区（１

８件） 

調査研究（政治 

・経済・社会に

関する意識調査 

） 

 

  

48



（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和６年１

月２４日 

第１４投票区、

第３７投票区及

び第３８投票区

（１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和６年３

月６日 

第２２投票区、

第２７投票区、

第５０投票区及

び第５１投票区

（１０８件） 

調査研究（時事

世論調査） 
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北九州市戸畑区選挙管理委員会告示第１号 

 令和５年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和６年４月２４日 

                  北九州市戸畑区選挙管理委員会   

                      委員長 三 﨑 利 彦   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年５

月１０日 

第３投票区、第

５投票区、第６

投票区、第８投

票区、第９投票

区及び第１２投

票区（７０件） 

調査研究（消費

生活に関する県

民意識調査） 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 湯本浩司 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和５年５

月１１日 

第４投票区（４

５件） 

調査研究（政治 

・選挙に関する

世論調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和５年６

月２日 

第５投票区、第

６投票区、第７

投票区、第１０

投票区、第１１

投票区及び第１

４投票区（５０

件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査 

） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年８

月１６日 

第１２投票区（ 

１９件） 

調査研究（メデ

ィア利用と政治 

・社会意識に関

する調査） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都 

港区東新橋一丁目７番 

１号 

令和５年９

月５日 

第８投票区及び

第１１投票区（ 

２４件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（特非）福岡ジェンダ

ー研究所 理事長 窪

田由紀 福岡市博多区 

博多駅東三丁目９番３

－４０３号 

令和５年９

月２９日 

第３投票区、第

４投票区、第６

投票区、第９投

票区、第１３投

票区及び第１４

投票区（１３８

件） 

調査研究（子ど

も子育て等に関

する県民意識調

査） 
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（株）日本リサーチセ

ンター 代表取締役社

長 杉原領治 東京都

墨田区江東橋四丁目２

６番５号 

令和５年１

１月１５日 

第１投票区、第

３投票区、第７

投票区、第１１

投票区及び第１

４投票区（１２

件） 

調査研究（政治 

・選挙に関する

学術研究） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年１

１月１６日 

第６投票区（１

９件） 

調査研究（政治 

・経済・社会に

関する意識調査 

） 

 

51


